
■
対
象

平
成
20
年
度
の
均
等
割

額
が
７
割
軽
減
さ
れ
て
い
る
人
。

■
内
容

均
等
割
額
の
３
７
８
０

０
円
の
う
ち
、
３
２
１
３
０
円
が

軽
減
さ
れ
、
５
６
７
０
円
に
な
り

ま
す
。

■
手
続
き

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

該
当
す
る
人
に
は
８
月
以
降
に
、

変
更
後
の
保
険
料
に
つ
い
て
の
通

知
を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

■
対
象

平
成
20
年
度
の
「
賦
課

の
も
と
と
な
る
所
得
金
額
」
が
、

58
万
円
以
下
の
人
。

■
内
容

所
得
割
額
が
、
半
額
に

な
り
ま
す
。

■
手
続
き

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

該
当
す
る
人
に
は
８
月
以
降
に
、

変
更
後
の
保
険
料
に
つ
い
て
の
通

知
を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

※
11
ペ
ー
ジ
に
、
「
ど
ん
な
人
が

軽
減
に
該
当
す
る
の
か
」
を
、
７

月
に
お
送
り
し
た
「
平
成
20
年
度

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定

通
知
書
」
を
基
に
図
示
し
て
い
ま

す
。現

在
、
保
険
料
が
年
金
か
ら
差

し
引
き
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、
口

座
振
替
に
よ
り
、
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
今
後
は
、
「
平
成
20

年
４
月
か
ら
、
保
険
料
が
年
金
か

ら
差
し
引
き
さ
れ
て
い
る
人
」
、

ま
た
は
「
平
成
20
年
10
月
か
ら
、

年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
る
予
定
の

人
」
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
、
申
し
出
を
す
る

こ
と
に
よ
り
、
保
険
料
を
口
座
振

替
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
国
民
健
康
保
険
の
保
険
税
を
確

実
に
納
付
し
て
い
た
人
（
本
人
）

が
、
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
す
る

場
合
。

�
世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者
が
い
る

人
（
年
金
収
入
が
180
万
円
未
満
の

人
）
が
、
そ
の
口
座
振
替
に
よ
り

納
付
す
る
場
合
。

■
手
続
き

保
険
年
金
課
（
市
役

所
１
階
Ａ
16
窓
口
）
で
「
申
出
書
」

と
「
口
座
振
替
依
頼
書
（
申
込
者

控
）」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
事
前
に
金
融
機
関
な
ど
で
、
口

座
振
替
を
依
頼
し
、「
申
込
者
控
」

を
保
険
年
金
課
の
窓
口
に
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

被
保

険
者
証
、
口
座
振
替
依
頼
書
（
申

込
者
控
）、
印
鑑
。

※
代
理
申
請
の
場
合
、
代
理
人
の

印
鑑
と
身
分
証
明
書
（
免
許
証
な

ど
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
申
し
出
期
限

８
月
15
日(

金)

。

※
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
年
金

か
ら
の
差
し
引
き
中
止
が
、
12
月

以
降
と
な
り
ま
す
。

平
成
19
年
中
の
収
入
を
も
と
に

判
定
し
た
自
己
負
担
割
合
が
変
更

と
な
っ
た
人
に
、
新
し
い
被
保
険

者
証
を
お
送
り
し
ま
し
た
。

■
対
象

自
己
負
担
割
合
（
窓
口

負
担
の
１
割
ま
た
は
３
割
）
が
変
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本
文
中
に
費
用
な
ど
の
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
無
料
。

＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

＝
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

所
得
割
額
の
「
5
割
軽
減
」

を
行
い
ま
す

均
等
割
額
の
「
7
割
軽
減
」
を

「
8.5
割
軽
減
」
に
拡
大
し
ま
す

被
保
険
者
証
を

更
新
し
ま
し
た

見
直
し
1

保
険
料
の
軽
減
割
合

を
拡
大
し
ま
す

見
直
し
2

口
座
振
替
で
の

納
付
が
拡
大
し
ま
す

そ
の
他
の

お
知
ら
せ

高
齢
者
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
、
よ
り
良
い
制
度
と
す
る
た
め
、

平
成
20
年
度
の
保
険
料
の
軽
減
や
納
付
方
法
に
つ
い
て
、
国
に

よ
る
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
内
容
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

～保険料などの見直しが行われました～

国民健康保険税の納付
方法について

国民健康保険税について、本年
10月より年金からお支払い予定と
なっている人のうち、次の①と②
のいずれの要件も満たす人は、保
険年金課の窓口へ申し出すること
により、保険税を口座振替により
お支払いすることが可能となりま
す。
1これまで、保険税を滞納するこ
となく納めている人。
2これからの保険税を、口座振替
により納める人。
■申し出期限 ８月15日(金)。
※期限を過ぎた場合は、年金から
の差し引き中止が12月以降となり
ます。
Á保険年金課1(632)2320



更
に
な
っ
た
人
の
み
（
自
己
負
担

割
合
に
変
更
が
な
い
人
に
は
お
送

り
し
て
い
ま
せ
ん
）。

■
手
続
き

手
続
き
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
８
月
以
降
は
、
お
送

り
し
た
新
し
い
被
保
険
者
証
を
お

使
い
く
だ
さ
い
。

新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
い
た

人
は
、
そ
れ
ま
で
使
っ
て
い
た
被

保
険
者
証
を
市
の
窓
口
ま
で
返
却

し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送
可
）。

住
民
税
が
非
課
税
世
帯
の
人
に
、

入
院
時
に
医
療
費
の
限
度
額
を
適

用
す
る
と
と
も
に
、
食
事
代
が
減

額
さ
れ
る
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
交
付
し

て
い
ま
す
。

認
定
証
の
交
付
要
件
に
該
当
す

る
人
に
、
案
内
を
送
付
し
ま
し
た

の
で
、
入
院
し
て
い
る
（
す
る
）

人
な
ど
は
、
交
付
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
手
続
き
を
す
る
と
こ
ろ

保
険

年
金
課
（
市
役
所
１
階
Ａ
16
窓

口
）。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

被
保

険
者
証
、
印
鑑
、
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
現
在

お
持
ち
の
人
）、
案
内
通
知
。
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限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

を
更
新
し
ま
す

特
集
3


